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    国外転出時課税（所得税法第60条の２第１項）の申告をした方が、国外転出の日から５年（納 

税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に帰国等をしたときに、国外転出時課税に係る課 

税の取消しを行い、修正申告書を提出する場合 

 

国税庁ホームページの確定申告書の記載例「申告書Ｂ第一表・申告書第五表（修正申告用・別表）」 

  （www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_05.pdf）を参照し、 

修正申告書を記載しますが、国外転出時課税に係る課税の取消しにより修正申告書を提出する場合

は、「申告書第五表」の所得金額に関する事項の「異動の理由」欄に、次の理由を記載して下さい。 

   

課税の取消し事由 異動の理由

国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から５年
（納税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に帰国
等をした場合

平成○年○月○日帰国による
国外転出時課税の課税取消し

国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から５年
（納税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に国外
転出の時に所有等していた有価証券等又は未決済信用取引
等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与によ
り居住者に移転した場合

平成○年○月○日贈与による
国外転出時課税の課税取消し

国外転出の日から５年（納税猶予の期限を延長している場
合は10年）以内に国外転出時課税の申告をした方が死亡
し、国外転出の時に所有等していた有価証券等又は未決済
信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の
相続又は遺贈を受けた者の全てが居住者となった場合

平成○年○月○日相続による
国外転出時課税の課税取消し

 

 

 

【記載例６】 

 

上場株式等の 

譲渡所得等 0 ○○証券□□支店 

５０００００  

 

５０００００  
上場株式等の譲渡所得等 ３０００００００  

３８  

３０  

 

平成○年○月○日帰国による国外転出時課税の課税取消し 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_05.pdf

